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抄録：本研究では，道路管理を効率的かつ有効に実施するために官民で共有した空間基盤データを利用すること

を考え，その利活用システムと定常的な運用を行うための運用モデルを構築した．空間基盤データの利活用シス

テムとして，位置参照点閲覧システムの開発，道路占用継続での利用，道路調整会議システムの検証を行った．

位置参照点閲覧システムはオープンソースのソフトウェアを使用し，広く利用できるようにした．そして，空間

基盤データを効率的に更新し効果的に利活用するための運用モデルを構築した．運用モデルでは，行政と民間企

業の役割と組織形態を検討し，運用組織の役割と事業を提案した． 

Abstract：Road maintenance should be carried out effectively. In this paper, the utilization system and operation model were 
constructed for operating the spatial data infrastructure in road maintenance. A referring system of location reference points, 
the utilization of road occupancy continuation, and the system of road coordination conference were developed using spatial 
data infrastructure. The referring system of location reference points adopts open source software for utilizing widely. This 
paper proposed the operation model of spatial data infrastructure for updating and utilizing effectively. The roles of public and 
private coordination are reviewed. The roles and business model of governing structure were proposed. 
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1．まえがき 
 
 道路管理業務 1)-3)においては，地理情報システム

（GIS）を利用した道路管理システム 4)-7)が市町村レベ

ルで多く導入されており，道路台帳を管理するために

稼働している．このシステムで利用する地理情報は各

自治体が独自に測量した道路台帳現況図や都市計画図

である．これらの地理情報は更新に多くのコストを要

するため，効率的に地理情報を更新 8)することが求め

られており，骨格的な共通の地理情報としての空間基

盤データを整備して更新する必要がある．また，シス

テム面においても，庁内の情報を電子化して保管する

だけでなく，民間企業からの電子納品や電子申請に伴

う電子データの増加による情報共有の重要性が高く

なっており，空間基盤データを広く共有できることが

必要である．著者らは，空間基盤データの効率的な整

備・更新方法 9)を考案し，これを道路の協議・申請に

利用する取り組み 10)を進めてきた． 
 本研究では，空間基盤データを活用して道路管理を

効率的かつ有効に実施するために，空間基盤データの

利活用システムを開発する．利活用の対象として，空

間基盤データの効率的な更新に重要な位置参照点の管

理・閲覧システム，官民での情報の受け渡しが頻繁に

発生する道路占用継続と道路調整会議を取り上げる．

そして，空間基盤データは共有された後も日常的に更

新されることが利活用するための要件であるので，空

間基盤データを定常的に更新して活用するための運用

組織を検討し，運用モデルを構築する． 
 
2．位置参照点閲覧システムの開発 
 
(1) 位置参照点の管理 
 位置参照点は位置情報（位置座標）を有する基準点

や道路境界点などを総称した点であり，公共機関が行

う基準点測量などによって設置される．空間基盤デー

タの更新においては，位置参照点が現地に設置されて

いれば測量作業量を削減することができる．また，

CAD データに位置参照点が設置されていれば，元の空

間基盤データの更新作業を正確に行うことができる．

しかし，位置参照点は自治体によってはその数が正確
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に把握されておらず，道路工事によって滅失すること

も多い．位置参照点の成果表や点の記の情報は紙ベー

スで管理されていることが多く，これらがシステム化

されていても一部署での情報共有にとどまっているこ

とが多い．そのため，位置参照点の変更に係わる情報

が即座に更新されない．さらに，都市再生街区基本調

査において街区基準点が設置されており，地方自治体

はこの点を位置参照点として管理することになる．し

たがって，地方自治体が位置参照点を管理，更新でき

る仕組みが必要である． 
(2) 位置参照点閲覧システムの開発 
 位置参照点を効率的に管理し，新点の設置や既存点

の滅失を的確に把握するために，現状の位置参照点を

データベース化した位置参照点閲覧システムを開発し

た．位置参照点は地方自治体内で広く共有されるべき

ものであるが，地方自治体では通信環境が不十分な場

合があることやサーバ設置に費用を要することを想定

して，スタンドアロン版のシステムを開発した．これ

により業務担当者に位置参照点閲覧システムの利用可

能性と有用性を明らかにし，次に Web 版のシステムを

開発して，スタンドアロン版よりも広く庁内レベルで

位置参照点を共有することを目指した． 
a) スタンドアロン版システム 
 スタンドアロン版のシステム構成を図-1 に示す．位

置参照点閲覧システムは，位置参照点（三角点・基準

点など）の表示・検索機能に特化し，操作性を考慮し

た GIS のシステムとした．使用したソフトウェアを次

に示す． 
・GIS 基本ソフト：MapObjects/LT（ESRI 社製） 
・データベース：データベースソフトを使用せず，成

果表と点の記を PDF ファイルに

よって管理した． 
・開発言語：Visual Basic 
・OS：Windows2000 以上 
位置参照点閲覧システムが有する特徴には以下のもの

がある． 
・GIS 基本ソフトに MapObjects/LT を使用しているた

め，自由に配布できる．開発したシステムを多くの

自治体に配布する際，ライセンス料の発生が障害と

なると考え，開発ライセンスのみが発生する GIS 基

本ソフトを選定した． 
・位置参照点の成果表・点の記（PDF 形式）を表示す

ることができる． 
・背景地図には，数値地図 1/25,000（地図画像），大

阪府 1/2,500 基本図（DM データ）を使用した． 
・国土交通省のダウンロードデータ（無料）を利用し

た公共施設検索機能，街区レベル位置参照情報を利

用した住所検索機能を開発した． 
・データ更新機能として CSV 形式のテキストデータを

Shape 形式へ変換する機能を開発し，日常業務で増

え続ける位置参照点の情報を更新できるようにした．

変換ツールを提供した理由は，職員が位置参照点の

管理を日常的に行いながら情報を即座に更新できる

ため，外部にデータ整備を委託するよりも情報の更

新と費用の面で優れていると考えたためである． 
位置参照点閲覧システムの画面構成を図-2 に示す．

コンピュータの操作に不慣れな職員の操作性を考慮し

て配置するボタンを必要最小限に止め，マウス操作の

みで利用できるようにした．スタンドアロン版におけ

る画面例を図-3 に示す． 
大阪府内の市町村が保有する位置参照点の情報を紙

資料と電子データで収集し，これらをデータベース化

して登録したシステムを大阪府内の全市町村に配布し

た．各自治体では既存の情報を管理するとともに，設

置や滅失の情報を更新することができる． 
b) Web 版システム 

Web 版の位置参照点閲覧システムの開発にあたって

は，市販 GIS 基本ソフトではライセンス数の増加とと

もにコストが増大するという問題を解決するために，

オープンソースソフトウェアを利用した．使用したソ

フトウェアを次に示す． 
・Web サーバ：Apache 2.0 

ボタンの拡大

図-2 位置参照点閲覧システムの画面構成 

位置参照点閲覧システム
（MapObjects/LT）

地形図
（Shape）

成果表
点の記
（PDF）

位置参照点
（Shape）

変
換
プ
ロ
グ
ラ
ム CSVファイル

図-1 スタンドアロン版システムの構成 

- 140 -



 

 

・開発言語：PHP 4.3.10 
・WebGIS 基本ソフト：MapServer 4.4.1 
・空間データベースマネジメントシステム：PostGIS 
・データベースマネジメントシステム：PostgreSQL 
・OS：Linux 

PHP（Hypertext Preprocessor）は高機能な Web デー

タベースアプリケーションを容易に作成できるスクリ

プト言語である．本システムのサーバは DELL 
PowerEdge800 の PC サーバを利用し， CPU は

Pentium4 2.8GHz，メモリは 512MB である．Web 版シ

ステムの構成を図-4 に示す． 
 Web 版システムは地図情報として，大阪府 1/2,500
基本図（DM データ），総務省統計 GIS の市区町村ポリ

ゴン，数値地図 25000（地名・公共施設），数値地図 25000
（空間データ基盤）を使用している．システムは登録

機能と検索機能に特化した．登録機能では，点，線，

面の情報を追加し，検索機能では，街区レベル位置参

照情報を利用した住所検索，目標物検索，認定道路検

索を行えるようにした．システムの画面構成を図-5 に

示す．Web 版システムはスタンドアロン版システムと

同様の方針で画面を設計した．図にはメイン画面と検

索（住所，目標物，認定道路）画面を表示している．

地方自治体の出先機関には通信環境が不十分な場合が

あるが，Web 版システムを稼働させたところ，ADSL
環境でも数秒で地図画像を表示することを確認できた．

したがって，地方自治体内で広く位置参照点を共有で

きると考える． 
(3) システムのライセンスフリー化 
a) ライセンスフリーによるシステム改良 

 位置参照点の一つである基準点を管理する業務は自

治体毎に方法が異なっている．また，基準点だけでな

く道路境界点，明示点などを管理するために位置参照

点閲覧システムが有効であると考えられる．そこで，

位置参照点閲覧システムを改良し，府内全市町村にシ

ステムを配付した．システムのより簡易な操作を目指

してインターフェイスを作成したため，位置参照点を

管理するだけでなく，システムを全庁的に利用可能な

簡易 GIS として位置付け，地域情報システムとして改

良した．地域情報システムでは，点，線，面を入力で

きるようにし，自治体内部や窓口業務で発生する情報

を空間基盤データ上に容易に入力でき，後の業務で活

用できるようにした． 
大阪府 GIS 大縮尺空間データ官民共有化推進協議会

（以下，GIS 官民協議会という．）の参加団体以外では，

二市（兵庫県尼崎市，熊本市）および二大学に位置参

照点閲覧システムのソースプログラムを提供した．各

団体でそれぞれの仕様に合わせてシステムを改良して

いる． 
b) システムの改良の条件 
 位置参照点閲覧システムは，追加・修正した機能を

元のシステムに反映するという条件で機能追加できる

ようにしている．その具体的な手続きは，GIS 官民協

議会に複製及び使用願いを提出し，使用許可後に開発

 
図-3 位置参照点閲覧システムの画面例 

住所検索

目標物検索

認定道路検索

図-5 Web 版システムの画面構成 

位置参照点閲覧システム
（Web版）

地形図
（Shape）

成果表
点の記
（PDF）

位置参照点
（Shape）

・MapServer
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PCサーバ

地方自治体
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プ
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グ
ラ
ム
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図-4 Web 版システムの構成 
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業者に委託するというものである．なお，システムに

は以下の使用条件を設けた． 
・開発したアプリケーションシステムを GIS 官民協議

会に報告すること． 
・システムのソースプログラム等を改良した場合は，

GIS 官民協議会に対してソースプログラムを公開し，

著作権を GIS 官民協議会に譲渡すること． 
・開発企業に位置参照点閲覧システムを付加したアプ

リケーションシステムの販売を禁じること． 
・開発企業にアプリケーションシステムの開発目的以

外にシステムのソースプログラムを利用することを

禁じること． 
・システムを対象アプリケーションシステムの開発目

的以外に利用する場合は，再度，GIS 官民協議会に

協議すること． 
・GIS 官民協議会は，市町村および開発企業が府内市

町村およびその他自治体などにアプリケーションシ

ステムを紹介する場合に，位置参照点閲覧システム

を使用することを了承すること． 
・GIS 官民協議会は，位置参照点閲覧システムの改良

及び使用によって発生する損失，損害等についてい

かなる場合にも一切の責任を負わないこと． 
 
3．空間基盤データを用いた道路占用継続 
 
(1) 道路占用継続の概要 
 道路占用継続は，道路の占用物件の許可期間が終了

し占用を継続する場合に，更新の占用許可を受けるも

のである．現状では官民で空間基盤データが共有され

ていないため，道路占用継続の更新を紙により行って

おり，官民双方に作業量が多大である． 
 本研究では，地下埋設物データの共同利用による道

路占用物件管理および道路占用許可申請業務を効率化

することを目的として，空間基盤データを利用して道

路占用継続を行うための方法を検討し，大阪府門真市

における実証によって検証する． 
(2) 実証 
a) 空間基盤データの利活用方法 
 門真市からの提供データを官民が共同に利用する空

間基盤データとして利用する．空間基盤データを門真

市と占用事業者（大阪ガス）で共有し，地下埋設物デー

タを電子データとして受け渡し可能であると想定する．

市の認定道路と法定外公共物内のガス管データを道路

ポリゴンデータで抽出し，員数の集計結果を検証する． 
検証における処理の流れを図-6 に示す．門真市より提

供された地形図データから抽出した認定道路と法定外

公共物のデータを基に，それぞれ内のガス管データを

抽出し員数を計算する．ガス管データの抽出作業は並

行して実施する．従来まで紙で実施されていた業務を

空間基盤データの利用によって削減できるかどうか検

証する． 
b) 占用継続数量の検証 
 門真市（図-7）認定道路から抽出した道路ポリゴン

データを図-8 に示す．道路ポリゴンを利用した空間検

数量の確認

並行作業

認定道路内のガス管の抽出

ガス管延長の計算

管径ごとの集計（員数調書）

法定外公共物内のガス管抽出

ガス管延長の計算

管径ごとの集計（員数調書）

門真市よりデータ提供

市認定道路の抽出

大阪ガスのデータを市境界で
クリッピング

認定道路外の法定外公共物の抽出

 
図-6 道路占用継続の検証フロー 

 
図-7 門真市全域 

 
図-8 道路ポリゴンデータの抽出 
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索によりガス管データを抽出（図-9）し，ガス管デー

タの延長を算出した．既存の道路占用許可員数と本研

究による GIS の集計結果を表-1 に示す．表中で既存の

道路占用許可員数には管径 1.0m 以上の占用物が 116m
存在している．門真市ではガス設備のバルブやガバナ

を管径 1.0m 以上の管路と見なし，一個あたり 1.0m の

延長として計算しているため，GIS データでは人孔と

ハンドホールとして分類されている設備数を集計して

116 箇所×1m を補正した．管径の規模によって数量に

増減が生じているが，総延長での数量の差は 0.1%未満

となった．管径の規模によって数量の増減が生じてい

るのは，既存の道路占用許可員数は道路占用許可申請

の延長の積み重ねであるが，申請後の工事現場の状況

によって変更が発生し，それが GIS データには反映さ

れているためと考えられる． 
(3) 考察 
 GIS による集計結果から占用料を集計したところ，

既存の道路占用許可員数との金額の差は約 1%であり，

GIS による集計結果を使って占用数量の集計を行える

可能性が高いことがわかった．この実証では，空間基

盤データ上で地下埋設物データと道路ポリゴンデータ

を共有することによって，管路データの編集と員数表

の作成のみで道路占用継続作業を完了することができ

るため，印刷や電子媒体でのデータ交換の作業を削減

でき，コストを削減できることを示した．この取り組

みを実現するために，以下の課題があると考える． 
・市のデータを空間基盤データとして利用することが

可能であるが，府道，国道，隣接市道も同様の処理

を行えるように精度を向上する． 
・空間基盤データにおける市道と府道，国道との交差

部の区域が不明な場合のデータの取り扱いを検討す

る． 
・集計作業を正確に行うために，地方自治体から正確

な道路ポリゴンと法定外ポリゴンのデータが提供さ

れることが必要である． 
・道路ポリゴンと地下埋設物データの交換，共有の時

期をルール化する． 
 
4．空間基盤データを用いた道路調整会議システ

ムの検証 
 
(1) 道路調整会議の概要 
 道路調整会議は道路管理者と占用事業者が年度初め

に大規模計画工事の調整を行う会議に出席し，道路管

理者が工事情報を収集するものである．本研究では，

官民が共通の空間基盤データを利用して道路調整会議

を行い，地下埋設物データを共有することによって，

地下埋設物データの入力作業の省力化と会議の電子化

を図る． 
(2) 検証内容 
 既存の協議・申請システム 10)を利用し，道路調整会

議の実証実験を行った．本システムはクライアント側

では Web ブラウザのみで稼働する．実験の概要を以下

に示す． 
・検証フィールド：大阪府岸和田土木事務所管内の管

理道路に係る道路工事および各占用者の占用工事

（平成 18 年度発注予定工事） 
・参加者：岸和田土木事務所，大阪府の上下水道部門，

岸和田土木事務所管内の市（道路部門，上下水道部

門），関西電力，NTT 西日本，大阪ガス 
・期間：2006 年 2 月 27 日～3 月 10 日 

図-9 道路ポリゴンによるガス管データの抽出 

表-1 既存の道路占用許可員数と GIS の集計結果 
管径（m） 道路占用許可員数（m） GIS の集計結果（m） 集計差（m） 集計差率（%）

0.1m 未満（都市ガス） 62,404.15
0.1m 未満（LP ガス） 345.10 60,354.16 -2,395.09 -3.8

0.1 以上 0.15 未満 3,623.20 3,771.75 148.55 4.1
0.15 以上 0.2 未満 30,445.95 31,247.47 801.52 2.6
0.2 以上 0.4 未満 27,406.15 28,584.37 1,178.22 4.3
0.4 以上 1.0 未満 2,223.30 2,566.47 343.17 15.4

1.0m 以上 116.00 0.98
人孔・ハンドホール類 116 箇所×1m の補正 － 116.00 -0.98 -0.8

総延長 126,563.85 126,641.20 75.39 0.1
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・協議件数：135 件（道路：64 件，下水道：30 件，上

水道：19 件，通信：11 件，ガス：11 件，電気：テ

ストデータのみ．） 
(3) 実証実験の結果と考察 

道路調整会議システムの画面例を図-10 と図-11 に

示す．実証実験では 2006 年度の予定工事を対象に実業

務で利用し，工事計画の重複が発生した箇所について

担当者が個別の協議書を参照し，電話あるいは電子

メールで協議を行った．実証実験期間終了後に参加者

にアンケートとヒアリング調査を実施した．その結果，

多くの参加者から空間基盤データとその上での工事計

画データの共有が自治体と民間企業の双方にとって効

果が高いとの結果が得られた． 
従来の道路調整会議では，道路管理者と占用者が道

路調整会議に参加し，それぞれの計画情報を重ね合わ

せる作業に一自治体あたり約 0.5 人月を要するとのヒ

アリング結果であった．検証では，地下埋設物データ

の入力とその後の協議に一自治体あたり約 0.1 人月を

要した．各自治体の工事計画の数量による変動はある

ものの，協議・申請システムを利用した地下埋設物デー

タの共有により，道路調整会議の省力化が可能である． 
課題としては，以下の事項が挙げられた． 

・複数の事業者が利用することによるセキュリティの

確保 
・データ入力の時期や計画変更が発生した場合の対応

などを定めた運用ルールの策定 
・システムの機能改善（協議内容の掲示板機能，他の

事業者が内容を確認したことを示す機能，重複する

工事の明示など） 
 
5．運用モデルの提案 
 
 空間基盤データは多くの利用者に利用されるため，

日常業務で効率的に更新される必要がある．本章では，

空間基盤データを定常的に運用するための運用組織の

形態を検討し，運用モデルを構築する． 
(1) 運用組織の検討 
運用組織の形態として，株式会社，NPO，指定法人，

LLP（有限責任事業組合：Limited Liability Partnership）
が考えられる．指定法人は特別の法律に基づき，主務

大臣の指定を受けて特定の公共性と公益的事業を実施

する公益法人である．株式会社，NPO，指定法人，LLP
を比較した結果を表-2 に示す．運用組織の形態を検討

する場合，以下の観点が必要である． 
・地方自治体（府，市町村）と民間企業が協働しやす

い体制であること． 
・短期的な視点だけでなく中長期的な地域の発展を見

据えて継続していく体制であること． 
官民協働による運用モデルを考えると，株式会社の

形態では官側には収益追求に対する障壁があり，一方

で民側には収益性が不確実な事業へ投資することの障

壁もある．NPO は事業主体としての利益を第一に追求

するのではなく，空間基盤データの利用環境を官民連

携で整備することにより，行政，民間企業の双方の業

務効率化を目指すことができる．指定法人では対象事

業を指定事業とするための調整が必要である．LLP に

は株式会社と同様に収益追求に対する官民双方の障壁

が存在すると考えられる．また，LLP はベンチャー企

業的な意味を持つため，安定的な官民連携が難しくな

ると予想される．したがって，空間基盤データは公共

性の高い情報であること，収益を追求する必要がある

ことや収益性が不確定な事業に民間企業が参画するこ

との障壁が存在することから，空間基盤データの運用

組織を NPO 法人として検討することとした．NPO 法

人は公共性の高い事業において官民連携を図りやすい

形態であると考える．なお，NPO 法人は官民連携のた

(詳細表示)
(位置図表示)

(位置図表示)

図-10 道路調整会議システムの画面例（1） 

(拡大)

(拡大)

協議書
の表示

(管轄全域図)

図-11 道路調整会議システムの画面例（2） 
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めの組織であるが民間企業を中心として組織し，自治

体との窓口として公共機関による協議会の形態を設置

することとした．これは，NPO 法人が独占的に事業を

運営するのではなく，市場の健全化を図り競争性を確

保するためである． 
(2) 運用モデルの構築 
空間基盤データの運用組織を NPO 法人とし，空間基

盤データを管理，更新，提供する関係者および空間基

盤データを利用したシステムを開発，管理する関係者

を含む運用モデルを構築する．運用モデルにおいて運

用組織（NPO 法人）に係わる関係者として，自治体

（府・市町村），協議会（公共機関のみ），GIS 官民協

議会，公益企業，測量系企業，市民・民間企業・研究

機関を考える．本研究で構築した空間基盤データの運

用モデルを図-12 に示す．運用組織の実施する事業は，

空間基盤データの共同整備と更新，航空写真の共同整

備，システム運営（位置参照点閲覧システム，道路に

係わる協議・申請システムなど）とする．公共機関に

よる協議会が府・市町村から空間基盤データの元とな

る地形データの提供と地形データの整備業務を受ける．

府・市町村

空間基盤データの
共同整備・更新

運営・調整

市 民
民間企業
研究機関

第三者への
データ有償提供

③更新データ提供

協議会（公共機関のみ）

③更新データ

GIS大縮尺空間データ
官民共有化推進協議会

仕様・運用検討

①地形データ提供

①データ提供

公益企業

地形データ提供

更新データ提供

技術支援
②地形データ整備委託

システム運営

運用組織
NPO法人（民間企業）

府・市町村
（電子申請利用）

利用料
利用料

②委託費

システム利用

システム利用

航空写真の共同整備

測量系企業

空間データ

共同データ更新

地形データ整備委託

データ提供委託費 更新データ

国土交通省・法務局

①地形データ ③更新データ提供

凡例
データの受け渡し
システム利用
委託費・利用料

凡例
データの受け渡し
システム利用
委託費・利用料

図-12 空間基盤データの運用モデル 

表-2 運用組織の形態の比較 

 GIS 官民協議会からの発展

地方自治体との連携 業務の受注 主要な参加者による組

織運営の権限 税制 

株式会社 
既存の連携は評価される

が，営利活動の妥当性が

チェックされる 

NPO 法人よりも競争

的になり、業務の受

注は安定的ではない

高い出資比率によって

各種事業の管理が容易

である 

全ての所得が対

象 

NPO 法人 
公共的な活動に関して官

民連携の関係を構築しや

すい 

特命随意契約を目指

しやすい 
特定非営利活動につい

て制限があり，組織運

営の自由度は低い 

収益事業による

所得が対象 

指定法人 
府知事による指定であり，

地方自治体との関係が強

くなる 

指定されることによ

り、安定的な業務継

続が可能である 

特定非営利活動につい

て制限があり，組織運

営の自由度は低い 

収益事業による

所得が対象 

LLP 

原則、株式会社と同様であ

る．ベンチャー起業的色彩

が強く，安定的な官民連携

が可能か課題である 

株式会社と同様に競

争が前提であり，受

注は安定的ではない

株式会社以上に柔軟で

ある 
LLP 参加の個々

の主体への課税
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公共機関による協議会は空間基盤データの整備・更新

業務を委託する機関となり，この際，運用組織である

NPO 法人あるいはその他の民間企業などが競争する

こととなる．本モデルでは，NPO 法人は複数の民間企

業を主体として組織することを考え，空間基盤データ

の整備や更新を測量系企業に別途委託することも可能

とする．整備あるいは更新した空間基盤データは，公

共機関による協議会を通じて自治体に提供される．ま

た，空間基盤データを利用するシステムの利用につい

ては，公共機関による協議会が利用者である府・市町

村から利用料を徴収し，NPO 法人に利用料を支払う．

空間基盤データは地方自治体とユーティリティ企業だ

けでなく，一般市民やその他の民間企業が広く利用す

ることによって価値が向上するため，NPO 法人では積

極的に普及，啓発活動に取り組むとともに，利用者に

データを提供する． 
(3) 運用モデルの事業の定量評価 

提案した運用モデルの定量評価を空間基盤データの

更新事業とシステム運営事業において試算した．空間

基盤データの更新事業では，事業を一年目に府面積

の 25%で開始し四年目で 100%（1,672km2）に拡大す

ると想定し，1km2 あたり 10 万円の更新費用と仮定す

ると約 17 千万円の事業となる．道路占用許可申請シス

テムの運営事業では，一自治体あたり 150 万円の利用

料と仮定し大阪府内市町村にシステムを導入すると約

六千万円の事業となる．運用組織では，これらの事業

を官民協働によって段階的に推進するとともに，大阪

府域外への展開を考慮することを検討している． 
 
6．あとがき 
 
 本研究では，道路管理を効率的かつ有効に実施する

ために官民で共有した空間基盤データを利用すること

を考え，その利活用システムと定常的な運用を行うた

めの運用モデルを構築した．空間基盤データの利活用

システムとして，位置参照点閲覧システムの開発，道

路占用継続での利用，道路調整会議システムの検証を

行った．位置参照点閲覧システムは自由に配布可能な

ソフトウェアとオープンソースのソフトウェアを使用

し，広く利用できるようにした．道路占用継続での利

用については，大阪府門真市を検証フィールドとして，

地下埋設物データを官民で共有することの有用性を示

した．道路調整会議システムについては，大阪府岸和

田土木事務所管内をフィールドとしてシステムと空間

基盤データの利活用を検証した． 
空間基盤データを効率的かつ効果的に更新し利活用

するためには，定常的に事業に取り組む運用組織が必

要であると考え，空間基盤データの運用モデルを構築

した．運用モデルでは，自治体と民間企業の役割と運

用組織の役割を検討した．今後は，提案した運用モデ

ルを実現し定常的に運用できるように取り組んでいく

予定である． 
 
謝辞：本研究を遂行するにあたり，GIS 大縮尺空間デー

タ官民共有化推進協議会の参加各位の協力を得た．こ

こに記して感謝の意を表する次第である． 
 

参考文献 

1) 笠原篤，池田拓哉，菊川滋，田村亨，八谷好高：社会資

本マネジメント，森北出版，2001. 
2) 道路構造物の今後の管理・更新等のあり方に関する検討

委員会：道路構造物の今後の管理・更新等のあり方提

言，2003. 
3) 土木学会メインテナンス工学連合小委員会：社会基盤メ

インテナンス工学，東京大学出版会，2004. 
4) 岩松幸雄，早川裕史，原田隆郎：道路構造物の維持管理

システムに関する研究，土木学会論文集，No.444/VI-16，
pp.69-76，1992. 

5) 柴崎亮介：道路管理における情報化の現状と将来展望，

道路交通経済，経済調査会，pp.5-10，2000. 
6) 馬智亮，伊藤義人：ウェブに基づいた道路のライフサイ

クル情報の統合的管理用グループウェアおよびその活

用，土木学会論文集，No.665/Ⅵ-49，pp.177-191，2000. 
7) 保田敬一，追野京哉，山崎元也：属性情報付道路管理図

面の電子化プロトタイプシステムの構築，土木情報利用

技術論文集，土木学会，Vol.12，pp.79-86，2003. 
8) GIS 関係省庁連絡会議：GIS アクションプログラ

ム 2002-2005，2002. 
9) 窪田諭，松村一保，北川育夫，安井嘉文：RTK-GPS 測

量を活用した空間データの整備および更新手法の構築，

土木情報利用技術論文集，土木学会， Vol.12 ，

pp.95-104，2003. 
10) 窪田諭，山内徹，松村一保：官民協働による道路管理に

係わる協議・申請システムの開発と検証，土木情報利用

技術論文集，土木学会，Vol.14，pp. 211-218，2005. 
 

 

- 146 -

(2006.5.19受付)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


